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ゆたかな実家株式会社 



（介護予防）⼩規模多機能型居宅介護 

（介護予防）短期利⽤居宅介護 

 

《あかつき》重要事項説明書 
＜令和６年１０⽉１⽇現在＞ 

 

１．事業の⽬的 
ゆたかな実家株式会社が設置経営する「あかつき」では、家庭的な環境と地域住⺠との交流の

下で、利⽤者が⾃宅で可能な限り暮ら続けられるような⽣活の⽀援を⾏い、通い・訪問・宿泊サ
ービスを柔軟に組み合わせて提供することを⽬的とする。 

 
 

２．運営⽅針 
1 事業所の職員は、通いを中⼼として、要介護者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を

組み合わせ、サービスを提供することにより、利⽤者の居宅における⽣活の継続を⽀援す
るよう努める。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括⽀援センター、地域の保健・医療・ 
福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 
３．事業者 
  名称       ：ゆたかな実家株式会社 
  所在地      ：福島県郡⼭市備前舘２丁⽬２２−６ 
  代表者名     ：代表取締役 溝井  博紀 
  電話番号     ：０２４−９８３−３８７４ 
 
４．施設の概要 
  名称       ：あかつき 
  所在地      ：福島県郡⼭市備前舘 2 丁⽬ 22-6 
  管理者名     ： 
  電話番号     ：０２４−９８３−３８７５ 
  介護保険指定番号  ：０７９０３０１００６号 
  通常事業実施地域 ：郡⼭市内（ただし、⽥村・湖南地区は除く）  
 
５．営業⽇及び営業時間 
  営業⽇      ：３６５⽇ 
  営業時間     ：２４時間 

（通いサービス ７時〜２０時  宿泊サービス２０時〜７時  訪問サービス２４時間） 
 
 
 



６．定員 
事業所の登録定員は、２９名とする 
利⽤定員（通いサービス） １８名 
利⽤定員（宿泊サービス）  ９名 
 
 

７．事業所の職員体制 
   （１）管理者          １名 
       事業所職員の管理及び(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護の利⽤の申し込みに係る

調整、業務の実施状況の把握、評価その他の管理を⼀元的に⾏なう。 
（２）介護⽀援専⾨員       １名（⾮常勤介護従事者と兼務） 

       利⽤者の(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護計画の作成を⾏なう。 
（３）介護従業者        10名以上（内１名は看護職員） 

         介護従業者は登録者の居宅を訪問して(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護を提供す
るとともに、事業所において通い及び宿泊の利⽤者に対し(介護予防)⼩規模多機能
型居宅介護を提供する。 

          看護師は登録者の健康状態を把握し、関係医療機関との連携を⾏う。 
 
８．サービスの内容 
   利⽤者の⼼⾝の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の事業者と協議の上、

(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ利⽤者の
⽇々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス⼜は宿泊サービスを組
み合わせた介護を⾏なう。 

   (介護予防)⼩規模多機能型居宅介護計画を作成した際は、当該計画を利⽤者に交付します。 
 
  （介護予防）短期利⽤について 
  登録定員の範囲内で、短期間のサービスを提供する。 
担当の介護⽀援専⾨員が緊急に利⽤することが必要と認められた場合にサービスを提供する。 
利⽤開始に当たって、あらかじめ７⽇以内（やむ得ない事情がある場合は１４⽇以内）の利⽤
期間を定めるものとする。 
利⽤者を担当する居宅介護⽀援専⾨員の居宅サービス計画書の内容に沿い、当該事業所の計画
作成担当者が⼩規模多機能型居宅介護計画を作成することとし、当該計画書に従いサービスを
提供する。 

 
   （１）通いサービス 

①事業所において⾷事の提供及び⾷事の介護、⼊浴、排泄の⾃⽴について適切な援助を
⾏う。 
②利⽤者の状況に応じた機能訓練を⾏い、⾝体機能低下を防⽌するよう努める。 
③⾎圧測定等利⽤者の全⾝状態の把握を⾏なう。 
④利⽤者の希望により、ご⾃宅と事業所間の送迎サービスを⾏なう。 



   （２）訪問サービス 
①利⽤者宅を訪問し、⾷事や⼊浴、排泄等の⽇常⽣活上の世話を⾏う。訪問サービス実

施のために必要な備品等（⽔道・ガス・電気）は無償で使⽤させていただきます。 
（３）宿泊サービス 
①事業所に宿泊していただき、⾷事、⼊浴、排泄等の⽇常⽣活の世話や機能訓練を⾏う。 
②利⽤者の状況に応じた機能訓練を⾏い、⾝体機能低下を防⽌するよう努める。 
③常に利⽤者の健康に注意し、疾病の早期発⾒・予防・健康保持に適切な措置をとるよ

う努めます。 
 
９．利⽤料⾦  
  下記、①〜③の料⾦に関しては、料⾦表別紙 1 を参照ください。 

① 介護保険対象サービス 
＜（介護予防）⼩規模多機能型居宅介護＞  ⽉額定額制 

    ＜（介護予防）短期利⽤居宅介護＞     ⽇額制 
   ※ご利⽤料⾦の負担割合は「介護保険負担割合証」に記された負担の割合となります。 

※⽉の途中から登録した場合には、登録⽇数に応じて⽇割りした利⽤料となります。 
 
② 介護保険対象外サービス 

   
③  その他加算⼀覧 

 
④ 「介護職員処遇改善加算Ⅰ」として、基本利⽤料に各種加算を加えた１ヶ⽉あたりの利

⽤料に 14.6％が加算されます。介護⼈材の安定的な確保とサービスの質の向上のため、
設⽴されました。 

   
 

   ⑤請求・⽀払い⽅法 
・毎⽉１５⽇までに前⽉分の請求書を送付いたしますので、２７⽇までにお⽀払いくだ
さい。⼊⾦確認後、領収書を発⾏いたします。 

・お⽀払い⽅法は、現⾦精算、⾦融機関振込み、⼝座引き落し(２７⽇が⼟曜⽇の場合２
９⽇、⽇曜⽇の場合２８⽇)の中からご契約の際に選べます。 

 
 
１０．緊急時の対応及び⼊院期間中の取扱い 

１ 利⽤者の⼼⾝の状況に異変その他緊急事態が⽣じたときは、速やかに主治医あるいは協
⼒医療機関に連絡し、適切な処置を講じます。 

２ 利⽤者が、体調の急変などにより⼊院を伴う医療処置を⾏うことが必要とされる状態に 
  なった時は、速やかにご家族に連絡をし意向を伺った上で、利⽤者及びご家族が希望す

る医療機関への⼊院を調整します。 
３ ⼊院期間の⾝体上のお世話及び介助は、医療機関またはご家族対応となります。 



 
 

１１．事故発⽣時の対応 
   １ 事業者は、利⽤者に対するサービスの提供により事故が発⽣した場合は、速やかに利⽤

者のご家族に連絡をとるとともに、必要な措置を講じます。 
２ 事業者は、利⽤者に対する(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護⼜は（介護予防）短期利

⽤居宅介護の提供により、賠償すべき事故が発⽣した場合には、損害賠償を速やかに⾏
います。但し、事業所の責にすべからざる事由による場合は、この限りではありません。 

   ３ 利⽤者は、利⽤者の故意または重⼤な過失により、施設⼜は備品等について通常の保守
管理の程度を越える補修が必要となった場合には、その費⽤を負担することとします。 

 
 
１２．⾮常災害の対応 

１ 天災その他災害が発⽣した場合、職員は利⽤者の避難等適切な措置を講じます。また、
管理者は、⽇常的に具体的な対処⽅法、避難経路及び協⼒医療機関等との連絡⽅法を確
認し、災害時には避難等の指揮をとります。 

２ ⾮常災害に備え、定期的に避難訓練を⾏います 
 
 

 
１３．緊急⽌むを得ない場合の⾝体拘束 

当事業所は、基本的に⾝体拘束は⾏いません。しかし緊急⽌むを得ない場合、その経過及び 

⾝体拘束のケア⽅法・時間帯・期間等について、ケアプランを基に説明し、理解・納得（同意）
を得て、管理者決済後、⾝体拘束を⾏う場合もあります。 

 

   １ ⾝体拘束を⾏う際には、以下のイ〜ハの３つの要件をすべて満たした場合のみとします。 
イ） 利⽤者様本⼈または他の利⽤者様等の⽣命または⾝体が危険にさらされる可能性 

が著しく⾼いこと（切迫性） 

ロ） ⾝体拘束を⾏う以外に代替する介護⽅法がないこと（⾮代替性） 

ハ） ⾝体拘束が⼀時的なものであること（⼀時性） 

２ 原因となる症状や状況に応じて、必要最低限にする。 

３ ⾝体拘束を⾏っている期間中は、⾝体拘束に関する記録を作成し決済後、利⽤者及びご
家族の確認を得る。 

   ４ ⾝体拘束の必要な状況が解消した場合は速やかに解除する。 

５ 利⽤者及びご家族等は、⾝体拘束に関する記録を閲覧し、その写しの交付を求めること
ができる。 

   ６ 実施状況の記録を整備しその廃⽌に向けた対策する会議を定期的に開催するなど 
     ⾝体拘束廃⽌の取り組みをします。 
 

 



１４．個⼈情報の取り扱い 

当事業所の個⼈情報については、次に記載するところにより必要最⼩限の範囲内で使⽤いた 

します。 

 

（１）使⽤する⽬的及び場合 

     当事業所が、介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づいて指定居宅サ
ービス等を円滑に実施するため、サービス担当者会議等において必要な場合に使⽤いた
します。 

（２）使⽤にあたっての条件 

     ア 個⼈情報の提供は、(１)に記載する⽬的の範囲内で必要最⼩限に留めます。 

イ 情報提供の際には関係者以外に漏れることのないよう、細⼼の注意を払います。 

（３）個⼈情報の内容 

     ア ⽒名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等従事者が(介護予防)⼩規模多機能型居宅
介護⼜は（介護予防）短期利⽤居宅介護を⾏うために必要な、利⽤者やそのご家族
個⼈の情報 

     イ その他利⽤者及びそのご家族に関する情報であって、特定の個⼈が識別され、また
は識別されうる情報 

 

 

１５．サービスの内容に対する苦情受付 

（１）苦情は、⾯接、電話、⼿紙等による書⾯などにより苦情受付担当者が随時受け付けし
ます。 

       

【苦情受付担当者】  管理者  橋本 拓也 

      【苦情解決責任者】  管理者  橋本 拓也 

【電 話 番 号】  ０２４−９８３−３８７５（受付時間 午前９時〜午後６時） 
 

 

（２）当施設及び事業所で解決できない苦情は、郡⼭市役所保健福部介護保険課、福島県国
⺠健康保険団体連合会に設置された福島県運営適正化委員会に申し⽴てることがで
きます。 

    

【郡⼭市役所保険福祉部】  住所 郡⼭市朝⽇１丁⽬２３番７号 

      介護保険課      電話 ０２４−９２４−３０２１ 

       

      【福島県国⺠健康保険団体連合会】 住所 福島県福島市中町 3 番地 7 号 

                       電話 ０２４−５２８−００４０ 

 

 

 



１６．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者評価の実施 無 評価機関名  

評価実施年⽉⽇ 令和   年    ⽉    ⽇  

評価結果の開⽰  開⽰⽅法  

 

 

１７．当施設の協⼒医療機関 
      

 医療機関の名称  ⽯井在宅クリニック 
      所  在  地  郡⼭市菜根 3-25-8 
      電 話 番 号  ０２４−９３６−７２００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
◆事業者 

    住  所   福島県郡⼭市備前舘 2 丁⽬ 22-6 
     

事業所名   あかつき       印 
管理者名   橋本 拓也      印 

 
 
◆重要事項説明者                   印   

 
 
 
 
 
◆重要事項確認⽇   令和    年    ⽉    ⽇ 

 
 
◆説明を受けた⽅の署名 

          
   住  所   郡⼭市                                           
 
   利 ⽤ 者                     印  
 
 
 
 
   住  所   郡⼭市                                
 
   ご 家 族                     印    
 
   緊急時連絡先                   続 柄         

 
 

 
 
 
 
 
 
 


